
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 



通所介護費（小規模型通所介護費） 

現行 平成27年4月1日~ 



通所介護費（小規模型通所介護費） 

送迎時に利用者様の居宅内での介助等に要する時間は、
次の要件を満たす場合は、１日３０分以内を限度として、
サービス提供時間に含めることができる。 

①居宅サービス計画書及び通所介護計画書に位  

  置づけていること 

②介護福祉士、ヘルパー１級、２級、看護職員、 

  介護職員初任者研修、機能訓練指導員の資格所有者 

  又は、当該事業所若しくは同一法人での介護サービス   

  に従事している者で勤務年数が３年以上の介護職員で 

  ある場合は左記の居宅内での介助が可能 

※３年以上については、常勤・非常勤を問わない 



延長加算 

左記は、宿泊した翌日は延長加算を算定できないという内
容ですが、提供時間前に延長加算は算定することができな
いという解釈でした。よって、サービス提供後の延長加算は
算定可能となります。 

（後日、Q&Aで発表予定） 



中重度者ケア体制加算 

○常勤換算方法 

  看護職員又は介護職員の勤務延時間数÷法人で定めている常勤時間数＝２以上 

 ※但し、勤務延時間数は、サービス提供前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は   

  介護職員の勤務時間数は含めないこととする。 

○割合 

  算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護者３~５である者の占める割合が   

  ３０％以上であること 

○配置 

 サービス提供時間中は、１名以上看護職員を専従で配置すること（他職種と兼務は不可） 
○算定 

 中重度者ケア体制加算は、利用者全員に算定することができる。 

中重度者の要介護者であっても社会性の
維持を図り在宅生活の継続に資するケア
を計画的に実施するプログラムを作成 



個別機能訓練加算Ⅱ 

機能訓練指導員等の「等」とは？ 

生活相談員や介護職員、看護職員その他の職種の
者を指します。 

算定要件 

・現行と同様、専従で機能訓練指導員を1名配置し 

 直接機能訓練を行う。 

・個別機能訓練計画書は生活相談員や介護職員と 

 共同して作成する。 

・残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を 

 図り、居宅において可能な限り自立して暮らし続けるこ 

 とを目的とする。 

・機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居  

 宅を訪問した上で、利用者の居宅での生活状況を確認し 

 個別機能訓練計画を作成した上で実施すること。 

・前項に続き、3ヶ月ごとに１回以上は、利用者の居宅に訪 

 問し利用者の居宅での生活状況を確認した上で、計画書 

 の評価や進捗状況等を説明し、記録するとともに訓練内 

 容の見直し等を行う。 

 



認知症加算 

○常勤換算方法 

  看護職員又は介護職員の勤務延時間数÷法人で定めている常勤時間数＝２以上 

 ※但し、勤務延時間数は、サービス提供前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は   

  介護職員の勤務時間数は含めないこと 

○割合 

  算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症 

  状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が２０％以上であること 

○配置 

  認知症介護者指導者研修、リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者をサービス提供時間  

  を通して１名以上配置する 



認知症加算 

○日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mに該当する者に対して算定可能。 



介護職員処遇改善加算 



介護職員処遇改善加算 


